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(57)【要約】
【課題】施術が簡易で且つ汎用性が高い一体側のインプ
ラントを提供する。
【解決手段】骨に埋設する金属からなる人工歯根部１と
、その人工歯根部１に支持されプラスチック又はハイブ
リッドセラミックスで構成したアバットメント２とを備
えるインプラントである。上記人工歯根部１は、骨に埋
入する歯根部本体３と、その歯根部本体３から骨から離
れる方向に突出する支柱部４とを備える。上記アバット
メント２は、上記支柱部４に貫通された状態に上記人工
歯根部１に支持される。上記支柱部４先端部に、人工歯
根部１へのトルク入力部を設けた。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨に埋設する金属からなる人工歯根部と、その人工歯根部に支持されプラスチック又は
ハイブリッドセラミックスで構成したアバットメントとを備えるインプラントであって、
　上記人工歯根部は、骨に埋入する歯根部本体と、その歯根部本体から骨から離れる方向
に突出する支柱部とを備え、
　上記アバットメントは、上記支柱部に貫通された状態に上記人工歯根部に支持され、
　上記支柱部先端部に、人工歯根部へのトルク入力部を設けた
　ことを特徴とするインプラント。
【請求項２】
　上記アバットメントは、上記支柱部を圧入可能な貫通穴を有する筒形状に成形され、相
対的に上記貫通穴に上記支柱部を圧入することで、人工歯根部とアバットメントを一体化
することを特徴とする請求項１に記載したインプラント。
【請求項３】
　上記人工歯根部は、歯根部本体と一体に構成されると共に粘膜部分に配置される粘膜貫
通部を備え、
　その粘膜貫通部は、上記支柱部の根本側を囲むように、歯根部本体から離れるほど大径
となるお椀状の壁面からなる受部で構成され、
　その受部の内面に上記アバットメントの歯根部本体側端面が接触していることを特徴す
る請求項１又は請求項２に記載したインプラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一回法の術式に好適な、歯科用一体型のインプラントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一体型のインプラントとしては、例えば特許文献１に記載のインプラントがある。この
インプラントは、金属から作られた外側本体と、プラスチック又は複合材料から作られた
内側本体とからなる。上記外側本体は、外周面に雄ねじが形成されて、上方に開口した中
空体となっている。上記内側本体は、外側本体の空洞部に完全に嵌合する芯部と、芯部上
に冠状に形成された袖部と、袖部上に冠状に形成されたアバットメントを有する。
　上記アバントメント及び芯部の空洞部分には、歯冠等の固定手段となる、金属又はセラ
ミック製の内側スリーブを有する。
【特許文献１】特開２００５－３２９２４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記従来のインプラントの人工歯根部は、外側本体と、外側本体の空洞部に完全に嵌合
する芯部とから形成される。このため人工歯根部の径が大きくなる。この結果、埋設場所
に制限が発生する。また、人工歯根部の剛性を考慮すると、芯部を構成する素材を硬くす
る必要があると考えられる。
　また、アバットメントが、金属やセラミックよりも軟らかい材料で形成されている。こ
のため、上記のような構造の一体型のインプラントについて、外側本体を顎骨に埋入する
ための、ねじ込み（埋設）の施術が困難であると思われる。
　本発明は、施術が簡易で且つ汎用性が高い一体側のインプラントを提供することを課題
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記のような課題を解決するために、本発明のうち請求項１に記載した発明は、骨に埋
設する金属からなる人工歯根部と、その人工歯根部に支持されプラスチック又はハイブリ



(3) JP 2010-136944 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

ッドセラミックスで構成したアバットメントとを備えるインプラントであって、
　上記人工歯根部は、骨に埋入する歯根部本体と、その歯根部本体から骨から離れる方向
に突出する支柱部とを備え、
　上記アバットメントは、上記支柱部に貫通された状態に上記人工歯根部に支持され、
　上記支柱部先端部に、人工歯根部へのトルク入力部を設けたことを特徴とするものであ
る。
【０００５】
　次に、請求項２に記載した発明は、請求項１に記載した構成に対し、上記アバットメン
トは、上記支柱部を圧入可能な貫通穴を有する筒形状に成形され、相対的に上記貫通穴に
上記支柱部を圧入することで、人工歯根部とアバットメントを一体化することを特徴とす
るものである。
　次に、請求項２に記載した発明は、請求項１又は請求項２に記載した構成に対し、上記
人工歯根部は、歯根部本体と一体に構成されると共に粘膜部分に配置される粘膜貫通部を
備え、その粘膜貫通部は、上記支柱部の根本側を囲むように、歯根部本体から離れるほど
大径となるお椀状の壁面からなる受部で構成され、その受部の内面に上記アバットメント
の歯根部本体側端面が接触していることを特徴するものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、人工歯根部を金属製とすることで、必要な強度を持たせつつ必要以上
に径が大きくなることが回避出来る。これによって、口腔内のどの部位にも適用可能であ
る。
　また、アバットメントをプラスチック又はハイブリッドセラミックス製とすることで、
金属やセラミックよりも軟らかい素材となって、人工歯根部を埋設後に支台歯形成のため
の加工が容易となる。このため、人工歯根部の取付け軸が傾いたり、傾けて取付けざるを
得ない場合であっても、アバットメントの軸の向きなどを、所望の状態に加工容易となり
、その分汎用性が高い。また、アバットメントの素材を軟らかくすることで、その分、切
削時における骨への熱や震動を緩和されて、患者への負担も軽減する。
　またこのように、アバットメントを軟らかい材料で構成しても、支柱部で支持させるこ
とで取付けの強度を確保可能となる。
【０００７】
　更に、アバットメントを軟らかい材料で構成しても、支柱部にトルク入力部を設けるこ
とで、確実に人工歯根部の埋設が可能となる。
　また、請求項２に係る発明によれば、人工歯根部とアバットメントの一体化が容易とな
る。また、人工歯根部にアバットメントを圧入で一体化するので、アバットメントの形状
を種々用意しておき、一体化する際に選択するなども可能となる。
　また、請求項３に係る発明によれば、受部でもアバットメントの支持が行われて、さら
にアバットメントの支持が補強される。
　更に、受部がお椀状となることで、粘膜貫通部を構成する金属部分を薄い壁部とするこ
とが出来る。このため、粘膜部分に配置される受部が露出しても加工が容易となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。
　図１は、本実施形態に係るインプラントを示す図である。図２は、図１におけるＡ方向
からみた図である。図３は、図１におけるＢ方向からみた図である。
（構成）
　本実施形態のインプラントは、図１～図３に示すように、人工歯根部１とアバットメン
ト２とが一体になって構成される。
【０００９】
　人工歯根部１は、図４及び図５に示すように、歯根部本体３、支柱部４、及び受部５（
粘膜貫通部）からなる。この人工歯根部１は金属製である。人工歯根部１を構成する金属
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としては、例えばチタン、チタニウム合金を例示できる。
　歯根部本体３は、円柱形状若しくは略円柱形状を基本とし、その外径面に雄ねじが形成
されている。
　上記歯根部本体３の上部には受部５が形成されている。受部５は、上側に開口したお椀
形状の壁部からなる。この受部５は、支柱部４の根本側の周りを囲むように配置すると共
に、内周面及び内周面が、歯根部本体３から離れるほど大径となっている。
【００１０】
　その受部５の中央部から上方に向けて支柱部４が突出している。支柱部４は、歯根部本
体３側の根本部４ａ、その根本部４ａに連続する中間軸部４ｂ、その中間軸部４ｂの上側
に連続する上軸部４ｃに区画することが可能である。上記根本部４ａは、歯根部本体３か
らは離れる程小径となるテーパが付いている中間軸部４ｂは、軸方向に沿って同径の円柱
状となっている。また、支柱部４の上軸部４ｃは、断面六角形状の角柱となっている。こ
の支柱部４の上軸部４ｃは、トルク入力部を構成する。
【００１１】
　また、アバットメント２は、ハイブリッドセラミックスからなる。ハイブリッドセラミ
ックスは、レジン等のプラスチックとセラミックス微粒子とからなる複合材料である。ア
バットメント２をレジンなどのプラスチックで構成しても良い。
　アバットメント２は、図６及び図７に示すように、外周面が円柱形状の筒形状をしてい
る。そのアバットメント２の径は、上記受部５の最大径とほぼ同じ径に設定してある。そ
の下端部２ａは、上記受部５内に嵌合する形状となっている。また、アバットメント２の
上端部２ｂは、軸を挟んだ左右両側位置にそれぞれ平坦部（２面幅）７が形成されている
。
【００１２】
　また。アバットメント２の軸部を貫通するように貫通穴８が開口している。貫通穴８の
形状は、上記支柱部４に倣った形状となっている。すなわち、貫通穴８の下部は、下側に
向けて大径となるテーパが付いている。
　ここで、図１及び図２に示すように、アバットメント２の長さは、支柱部４の長さより
も少しだけ短く設定してある。
【００１３】
　そして、上記のような形状に人工歯根部１、及びアバットメント２をそれぞれ成形して
、人工歯根部１の支柱部４に対しアバットメント２の貫通穴８を圧入して、一体化を行う
。
　なお、人工歯根部１の支柱部４に直接、アバットメント２を成形しても良い。但し、圧
入による一体化の方が容易である。
　また、アバットメント２の外形形状は上記形状に限定しない。また、人工歯根部１に設
ける雄ねじもテーパねじとなるようにしても良い。また、上記支柱部４の軸は、人工歯根
部１の軸と同軸である必要はなく、人工歯根部１の軸から傾いていても良い。
【００１４】
（使用例）
　ドリルで顎骨に下穴を開口する。その下穴に上記インプラントの人工歯根部１をねじ込
んで埋設する。このとき、人工歯根部１の上部のトルク入力部をレンチで回転させること
で、歯根部本体３にトルクを伝達してねじ込む。なお、セルフタップ構造としても良い。
　歯根部本体３を骨に埋設したら、所定期間、例えば３月間、養生を行う。このとき受部
５が粘膜部分を貫通した状態で配置される。
【００１５】
　この養生期間においては、歯を形成する部分に、アバットメント２が突出した状態とな
っている。このアバットメント２をハイブリッドセラミックスから構成することで、アイ
ボリーや白色のものが使用出来て、見た目の違和感を緩和することが出来る。
　養生期間が経過したら、上記アバットメント２を切削、つまり支台歯形成のための加工
を施した後に、当該アバットメント２にクラウン（人工の歯）などの上部構造物（不図示
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）を取り付ける。
【００１６】
　すなわち、上記インプラントは、例えば、現存する歯と歯の間に取り付ける為に、取付
け軸が、目標とする軸から傾斜して取り付けられる場合がある。また、奥歯側では、軸を
傾斜させてインプラントを取り付ける必要も出てくる。
　このため、アバットメント２の形状を整形して、上部構造物の向きが目標となる向きで
取付け可能にする必要が出てくる。
【００１７】
　このとき、本実施形態では、アバットメント２をハイブリッドセラミックス若しくはレ
ジンなどのプラスチック製とすることが、整形のための切削が容易となる。また、軟らか
いので、切削の衝撃や熱が顎骨などに伝達する量を減少して、患者への負担を軽減出来る
。
　また、チタンやセラミックよりも軟らかい素材でアバットメント２を構成させても、上
下に延びる支柱部４でアバットメント２を支持させているので、所定の強度をもってアバ
ットメント２を保持させることが出来る。
【００１８】
　また、粘膜貫通部は、その外形部が金属製となるが、お椀状の薄肉からなる受部５で構
成している。このため、受部５が粘膜部分から露出しても、切削が容易である。すなわち
容易に支台歯形成が可能となる。また、スキャロップ形状を付与することにより、歯肉粘
膜の形状に整合し易い。
　ここで、上記受部５外面の表面を、陽極酸化処理により明るいピンク色にしたり、アイ
ボリーのアナターゼ皮膜を形成したりしておけば、歯肉色が自然観を呈することが期待で
きる。
【００１９】
（本実施形態の効果）
　１回法一体型を採用することにより、簡便で外科的侵襲が少なくなる。
　また、アバットメント２の形状を容易に整形（支台歯形成）が可能となるので、複雑な
アバットメント２を用意しておく必要もない。また、整形のための時間も短く出来る。
　ここで、アバットメント２が硬い場合には、アバットメント２による適正なエマージェ
ンスプロファイルの獲得が出来ないため、軟組織の吸収などによる審美的、機能的障害を
引き起こす恐れがあった。また、ポスト部分である歯冠相当部が切削し難く、熱や震動で
骨にダメージを与える可能性がある。
　これを、本実施形態で緩和可能となる。
【００２０】
　また、オーラルセラミックスクラウンなどと併用すれば、天然歯と同等と光の透過性が
期待できる。
　また、人工歯根部１を金属製とすることで、必要な強度を持たせつつ必要以上に径が大
きくなることが回避出来る。
　また、アバットメント２を軟らかい材料で構成しても、支柱部４で支持させることでア
バットメント２の保持強度を稼ぐことが出来る。
【００２１】
　更に、アバットメント２を軟らかい材料で構成しても、支柱部４にトルク入力部を設け
ることで、確実に人工歯根部１の埋設が可能となる。
　また、筒状のアバットメント２に支柱部４を圧入する場合には、人工歯根部１とアバッ
トメント２の一体化が容易となる。
　また、受部５でもアバットメント２の支持が行われて、さらにアバットメント２の支持
が補強される。
【００２２】
　更に、受部５がお椀状となることで受部５を構成する壁部が薄くすることが出来る。こ
のため、粘膜部分に配置される受部５が露出しても加工が容易となる。
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　以上のように、本実施形態のインプラントは、簡単に埋入手術が可能であり、手術の回
数を１回で済ませ、複雑なアバットメント２システムや特別な印象法などを必要としない
。また、構造がシンプルで低コストであり、審美的な上部構造部の作成が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に基づく実施形態に係るインプラントを示す斜視図である。
【図２】図１におけるＡ方向から見た図である。
【図３】図２におけるＢ方向から見た図である。
【図４】本発明に基づく実施形態に係る人工歯根部を示す斜視図である。
【図５】本発明に基づく実施形態に係る人工歯根部を示す図である。
【図６】本発明に基づく実施形態に係るアバットメントを示す斜視図である。
【図７】本発明に基づく実施形態に係るアバットメントを示す図である。
【符号の説明】
【００２４】
１    人工歯根部
２    アバットメント
２ａ  下端部
２ｂ  上端部
３    歯根部本体
４    支柱部
４ａ  根本部
４ｂ  中間軸部
４ｃ  上軸部
５    受部（粘膜貫通部）
７　　二面幅
８    貫通穴
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】
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